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全国的に問題となっている人口減少社会の中で、本町が継続して発展していくためには、地

域の特性を最大限に生かしたまちづくりの展開により、ここに住む人の暮らしがより豊かにな

り、さらには魅力あるまちを広く発信することで、多くのにぎわいを生み出すことが重要です。

本計画は、これからのまちづくりの基本理念を定め、将来の姿を描いたうえで、その実現に

向けて一歩ずつ着実に進めていくための基本的な指針となるものです。

1 まちづくりの基本理念

「みんなで考え、みんなで進めるまちづくり」を基本理念とした前総合計画では、町民一

人ひとりが自らの意思で参画し、更に町民と行政が互いに協調し合うことで、様々な施策に

取り組んできました。その結果、町民と行政の双方が主体となり、さらには町民同士が手を

取り合うことで、魅力あるまちづくりを展開することができました。

今後も、町民、各種団体、行政など本町にかかわるすべての人が連携を取りながら、お互

いに力を合わせる関係を築き、「公助」である公的サービスだけでなく、地域の中でのボラン

ティアや地域活動である「互助」、制度化された地域ぐるみの助け合いや支え合いである「共

助」など、それぞれの役割と責任を認識し、行動することが必要不可欠となっています。

このような協働の精神を、これまでに先人達が築いてきた歴史や伝統とともに、しっかり

と未来につなぎ、更に魅力にあふれるまちづくりを推進していくための礎としていくことが

重要と考えます。

以上のことから、本町のまちづくりを推進していくための基本理念を次のとおり定めます。

未来へつなぐ 魅力あふれるまちづくり基本理念
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2 将来都市像

基本理念である「未来へつなぐ 魅力あふれるまちづくり」を踏まえ、全国的に人口減少

が進む中で、年齢や性別、国籍にかかわらず、あらゆる人の個性が輝き、それぞれの希望が

満ちあふれ、それらがまちの個性となって、「このまちなら住んでみたい」、「ずっとここで暮

らしていきたい」と思える、前例にとらわれない独創的なまちづくりを推進していくことが

重要と考えます。

以上のことから、本町がこれから目指すべきまちの将来像を次のとおりとします。

将来都市像

「住んでみたい 住み続けたいまち おおいずみ」

～みんなで創る 個性輝き、希望あふれるまち～

「住んでみたい 住み続けたいまち おおいずみ」
～みんなで創る 個性輝き、希望あふれるまち～

将来
都市像
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3 施策体系
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Ⅱ 基盤整備

Ⅵ 生涯学習

Ⅲ 行財政と協働

活力とにぎわいのあるまちⅠ 産業振興

Ⅴ 生活環境

Ⅳ 保健福祉

未来へつなぐ 魅力あふれるまちづくり基本理念

互いにおもいやり、

みんなで築く協働のまち

夢とやさしさをもって、

生き生きと学ぶまち

環境と調和した

安全安心なまち

誰もが支え合い、

健康で心豊かに暮らせるまち

快適で住みやすいまち
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4 土地利用

■土地利用の基本方針

土地は貴重な財産であるとともに、現在だけでなく将来にわたり町民の生活や産業など

の諸活動の基盤となるものであることから、本町の18.03ｋ㎡という限られた土地を健全

かつ効率的に活用していく必要があります。

このため、地域の社会的、経済的及び文化的条件を総合的に捉え、地域の均衡ある発展

を図ることを基本として、次のとおり用途別の土地利用方針を定めます。

■土地利用の設定

（1）住居系の土地利用

人口動向を踏まえながら、他の土地利用との調和や自然環境の保全に十分配慮し、若者

や子育て世代も含めた多くの人々が満足できる良好な住宅地の確保に努めます。

また、市街地内の一部に見られる低・未利用地については、市街地の基盤整備などを通

じて、土地の有効活用の促進に努めます。

（2）商業系の土地利用

鉄道駅周辺部や幹線道路の沿線部などの地域については、良好な商業・業務等の機能集

積地として、今後の人口動向を踏まえ、住民ニーズに合わせた買い物利便の向上に努める

とともに、商業活性化に向け、事業者と十分な協議・調整を図り、にぎわいと魅力ある商

業地の形成に努めます。

（3）工業系の土地利用

大規模工業団地を中心として、工場が集積する工業系の地域については、雇用の場の確

保や豊かで安定した生活を営むための経済基盤であることから、就労環境を踏まえながら、

事業者や関係者と十分な協議・調整を図り、新たな工業地の確保、拡充に努めます。

なお、確保や拡充にあたっては、公害の防止策を講じることはもとより、自然環境の保

全、周辺地域との調和に十分配慮します。

（4）農業系の土地利用

農地は、食料供給の場としてだけではなく、国土保全や都市生活に潤いを与える公益的

機能を有しており、また、他の地目へ変更すると元の地目に戻すことが容易ではない性質

（土地利用の不可逆性）を持っています。

本町は、群馬県下で最も人口密度が高く、今後の人口動向に対応できるよう、本町の特

性を生かした、総合的かつ計画的な土地利用が求められます。

このため、農業系地域については、農地の多面的機能や自然環境の保全に十分に配慮し

ながら、土地の有効活用を推進します。

また、東毛広域幹線道路の沿道部や既存の工業地に隣接する部分については、今後の社

会情勢などの動向を見極めながら、新たな土地利用のあり方について検討します。
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5 基本目標

Ⅰ「産業振興」～活力とにぎわいのあるまち～

本町の産業は、これまでの企業誘致の取り組みや地域に根ざした企業活動などに伴い、

活発な地域経済をはぐくむ基盤を整備してきたことによって、大きな発展を遂げてきまし

た。また、令和６年には、昭和 45年以来となる大規模な工業地を上小泉地区に確保し、

新たな企業進出が見込まれることから、本町がこれまで以上に発展していくうえで、また

とない好機となっています。しかしながら、本町の商工業を下支えする町内の中小企業を

取り巻く環境は、少子高齢化、グローバル化、デジタル化の進展など急速に変化する社会

情勢の影響により、厳しい状況となっています。

また、農業においても、後継者不足による遊休農地や荒廃農地などが課題となっている

中、農地の保全と有効活用、次代の担い手確保、農業の体質強化、高付加価値化の研究な

どの取り組みが必要です。

これらの社会情勢と新たな企業進出を見据え、各産業の経営基盤を強化することで雇用

の創出・拡大を目指します。さらに、観光振興として、地域の特性を生かすとともに、Ｉ

ＣＴ（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー）【※1】の導入な

ど新たな視点からの観光資源の発掘や開発、活用により、他地域にはない町の魅力を発信

することで、「活力」と「にぎわい」をキーワードに『産業振興』を推進します。

Ⅱ「基盤整備」～快適で住みやすいまち～

これまで本町は、快適かつ豊かな都市環境の充実に向けて、道路環境の整備をはじめと

する基盤整備に取り組んできました。

今後も、自動車が主な移動手段となる地域の特性を踏まえた道路の整備や維持管理をは

じめ、公園・緑地の保全、災害に強い河川・水路の整備に加え、多様な生活様式にも配慮

した交通手段の整備などにも積極的に取り組むことで、あらゆる人に優しく、本町で生活

するすべての人に「住みやすい」と感じてもらえるよう、また、将来都市像で掲げられて

いる「住んでみたい、住み続けたい」という思いの実現のため、「快適さ」と「住みやすさ」

をキーワードに『基盤整備』を推進します。

Ⅲ「行財政と協働」～互いにおもいやり、みんなで築く協働のまち～

本町の行財政と協働については、効率的かつ健全な行財政運営や積極的な住民【※2】参

画による協働のまちづくりを推進してきましたが、近年の社会情勢のめまぐるしい変化に

より、これまでにも増して迅速かつ柔軟な行財政運営が求められています。

そのため、住民のニーズを的確に把握し、安定した継続性のある行政サービスを提供す

るために、適時・適切に対応できる柔軟な組織体制づくりに取り組みます。また、庁舎周

辺を新たな出会い、ふれあい、つながりを生む拠点としていきます。

さらに、行政だけで課題を解決するのではなく、世代や国籍を問わず、それぞれがお互

いの立場や特性を認識・尊重しながらみんなで協力し合うことで、より良いまちづくりの

基礎を築くために、「おもいやり」と「協働」をキーワードに『行財政と協働』を推進しま

す。

※1 ＩＣＴ…情報通信技術と訳されており、インターネットなどを活用した産業、サービスなど幅広い意味をもつ言葉として使用されます。

※2 住民…本町に住所登録を有する「町民」のほか、本町にかかわりのある人や地域社会の一員である住民生活団体、企業などを示します。
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Ⅳ「保健福祉」～誰もが支え合い、健康で心豊かに暮らせるまち～

本町の保健福祉については、前総合計画において「誰もが健康でいきがいのあるまち」

を目標とし、その実現に向けて、様々な取り組みを行ってきましたが、その一方で、全国

的な問題となっている少子化については、核家族化の進展や未婚化、晩婚化、出産年齢の

上昇など、様々な要因により進行しており、安心してこどもを産み育てられる環境が求め

られています。

また、高齢化も進む中で、自立した生活を送ることができる「健康寿命」の延伸のため、

高齢者が住み慣れた地域で安心して、生きがいを持って、暮らすことができるよう、地域

全体での支援体制を充実させていく必要があります。

さらに、感染症の流行など、世代や場所を問わず人々の生命に危険を及ぼすような事態

においては、行政のみでなく、あらゆる分野との幅広い連携による対応が求められます。

今後も、すべての町民が、生涯を通じて健康で心豊かに過ごすため、地域福祉計画にお

ける「自助」・「互助」・「共助」・「公助」を重層的に積み重ねた地域ぐるみの福祉が重要と

考え、「支え合い」と「豊かな心」をキーワードに『保健福祉』を推進します。

Ⅴ「生活環境」～環境と調和した安全安心なまち～

本町の生活環境については、これまで、協働の視点から町民や地域、団体と連携し、快

適に生活できるよう地域環境に配慮した事業や、安全安心なまちづくりを積極的に実施し

てきましたが、下水道やごみ処理体制の整備、防犯対策については、更なる推進や強化が

必要であるとともに、本町で生活する人はもちろん、訪れる人も本町に移り住みたいと選

択してもらえることが重要と考えます。

東京圏と適度な距離がある本町の特性を生かし、多様な生活様式に対応できる支援策の

充実、町営住宅の管理・運営、大泉町地域防災計画などを軸として、安全安心なまちの形

成を推進し、すべての町民が快適で住みやすく魅力あるまちとするための施策の推進を図

り、「環境」と「安全安心」をキーワードに『生活環境』を推進します。

Ⅵ「生涯学習」～夢とやさしさをもって、生き生きと学ぶまち～

本町の教育については、地域発展のための担い手の育成を目指し、家庭や学校、地域社

会との連携を深めてきました。

今後も「大泉町教育大綱」を基本とし、日々めまぐるしく変化し、多様化する社会を、

広い視野でたくましく生き抜く力を持った人材の育成のため、学校と家庭、地域社会が連

携し、幅広い世代のニーズに対応できる持続可能な学習機会の確保と情報提供を図り、心

身の豊かさを創造する教育を推進します。

本町で生活するあらゆる人が、様々なことにチャレンジしていくための夢や意欲を持ち、

まさに生涯にわたっての学びを充実させ、やさしさやおもいやりを持ちながら、生き生き

と学ぶことができるまちを目指し、「夢」と「学び」をキーワードに『生涯学習』を推進し

ます。

◎基本目標の達成に向けて

基本目標の全分野の取り組みにおいてＩＣＴを積極的に導入していくことで、官民一体となっ

てＤＸ【※3】を目指していきます。

※3 ＤＸ…ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させることをいいます。


